
 

令和５年度 第１回 世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会  

多文化共生推進部会 次 第  

 

 令和５年５月１９日（金） 

午後２時００分～４時００分（予定）  

梅丘パークホール 

１ 開会                              

 

２ 報告事項 

  世田谷区内在住外国人の状況について             

  

３ 協議事項 

  「（仮称）世田谷区第二次多文化共生プラン」策定に向けた検討状況について 

 

４ その他 

 

５ 閉会 

 

□ 今後の予定 

 令和 5年 5月 31日 令和 5年度第 1回男女共同参画･多文化共生推進審議会 

 令和 5年 7月    令和 5年度第 2回多文化共生推進部会 

 

 

【事務局】 

 世田谷区生活文化政策部文化・国際課        

              電話 03-6304-3439 FAX.03-6304-3710 

              メールアドレス：SEA02408@mb.city.setagaya.tokyo.jp 

  

□ 配付資料 

【資料 1】 令和 5年度多文化共生推進部会 委員・事務局名簿 

【資料 2-1】令和 5年 1月 1日外国人数データ 

【資料 2-2】平成 31年（令和元年）～令和 5年区内在住外国人数の比較 

【資料 2-3】在留資格別外国人数データ（全国、東京都、世田谷区） 

【資料 3-1】「（仮称）世田谷区第二次多文化共生プラン」体系案 

【資料 3-2】「（仮称）世田谷区第二次多文化共生プラン」策定に向けた検討状況 

【参考資料】令和 4年度第 3回多文化共生推進部会（書面開催）意見まとめ 
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7 久米　喜代美 クメ　キヨミ 公募委員

8 藤原　由佳 フジワラ　ユカ 公募委員
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在住外国人数データ（令和５年１月１日現在）

区市町村別　外国人数

※令和5年1月1日時点

外国人 総人口 比率 外国人 総人口 比率
581,112 13,841,665 4.20% 581,112 13,841,665 4.20%

485,444 9,569,211 5.07% 485,444 9,569,211 5.07%

1 新 宿 区 40,279      346,279      11.63% 1 新 宿 区 40,279       346,279     11.63%

2 豊 島 区 28,933      288,704      10.02% 2 江 戸 川 区 38,446       688,153     5.59%

3 荒 川 区 19,134      216,814      8.83% 3 足 立 区 36,048       690,114     5.22%

4 台 東 区 16,026      207,479      7.72% 4 江 東 区 33,391       532,882     6.27%

5 港 区 19,339      261,615      7.39% 5 豊 島 区 28,933       288,704     10.02%

6 北 区 24,307      353,732      6.87% 6 板 橋 区 28,372       568,241     4.99%

7 江 東 区 33,391      532,882      6.27% 7 大 田 区 25,034       728,425     3.44%

8 江 戸 川 区 38,446      688,153      5.59% 8 北 区 24,307       353,732     6.87%

9 中 野 区 18,272      333,593      5.48% 9 葛 飾 区 23,925       464,175     5.15%

10 文 京 区 12,390      229,653      5.40% 10 世 田 谷 区 23,094       915,439     2.52% 順位 国名 令和5年1月 令和4年1月 増減

11 中 央 区 9,324        174,074      5.36% 11 練 馬 区 20,813       738,914     2.82% 1 中国　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,482 5,793 689

12 足 立 区 36,048      690,114      5.22% 12 港 区 19,339       261,615     7.39% 2 韓国・朝鮮　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,084 4,038 46

13 葛 飾 区 23,925      464,175      5.15% 13 荒 川 区 19,134       216,814     8.83% 3 米国　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,025 1,764 261

14 板 橋 区 28,372      568,241      4.99% 14 中 野 区 18,272       333,593     5.48% 4 台湾　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,051 1,000 51

15 千 代 田 区 3,353        67,911        4.94% 15 杉 並 区 16,921       570,786     2.96% 5 フィリピン　　　　　　　　　　　　　　　971 889 82

16 墨 田 区 13,758      279,985      4.91% 16 台 東 区 16,026       207,479     7.72% 6 ベトナム　　　　　　　　　　　　　　　　925 851 74

17 渋 谷 区 10,847      229,412      4.73% 17 墨 田 区 13,758       279,985     4.91% 7 英国　　　　　　　　　　　　　　　　　　867 767 100

18 目 黒 区 9,718        278,635      3.49% 18 品 川 区 13,720       404,196     3.39% 8 フランス　　　　　　　　　　　　　　　　665 603 62

19 大 田 区 25,034      728,425      3.44% 19 文 京 区 12,390       229,653     5.40% 9 インド　　　　　　　　　　　　　　　　　585 540 45

20 品 川 区 13,720      404,196      3.39% 20 渋 谷 区 10,847       229,412     4.73% 10 ネパール　　　　　　　　　　　　　526 476 50

21 杉 並 区 16,921      570,786      2.96% 21 目 黒 区 9,718         278,635     3.49% その他 4,913 5,324 ▲ 411

22 練 馬 区 20,813      738,914      2.82% 22 中 央 区 9,324         174,074     5.36%

23 世 田 谷 区 23,094      915,439      2.52% 23 千 代 田 区 3,353         67,911       4.94%

94,250 4,192,930 2.25% 94,250 4,192,930 2.25%

1,418 79,524 1.78% 1,418          79,524 1.78%

比率 実数

東 京 都 総 数 東 京 都 総 数

　　　世田谷区内年齢別人口

市 部 市 部

町 村 部 町 村 部

区 部 区        部

国籍・地域別外国人数

H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5

総人口 867552 874332 883289 892535 900107 908907 917486 920372 916208 915439

外国人人口 14845 15693 16883 18196 19931 21379 23034 22164 21028 23094
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区内在住外国人数 過去10年間の推移

H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5

中国 4691 5352 5835 6562 6334 5793 6482

韓国・朝鮮 4131 4314 4448 4561 4299 4038 4084

米国 1455 1550 1706 1808 1825 1764 2025

台湾 804 914 999 1106 1057 1000 1051

フィリピン 812 836 983 983 926 889 971

ベトナム 612 757 864 1004 893 851 925
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

R1 21,379 21,466 21,424 21,514 22,177 22,257 22,288 22,308 22,308 22,648 22,910 22,993

R2 23,034 23,124 23,096 23,062 23,053 22,977 22,804 22,557 22,319 22,090 21,930 21,971

R3 22,164 22,175 22,026 21,840 21,728 21,614 21,436 21,226 21,192 21,128 21,081 21,053

R4 21,028 20,931 20,894 20,977 21,492 21,867 22,060 22,289 22,524 22,798 23,024 23,088

R5 23,094 23,243 23,308 23,711 24,109
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永住者

6,767人(28.1%)

技術・人文知識・

国際業務

4,569人(19.0%)留学

3,739人(15.5%)

家族滞在

1,822人(7.6%)

特別永住者

1,788人(7.4%)

日本人の配偶者等

1,684人(7.0%)

定住者

576人(2.4%)

技能実習

266人(1.1%)

その他

2,898人(12.0%)

【世田谷区】在留資格別外国人数

※令和5年5月1日現在

永住者

172,218人(28.9%)

留学

94,583人(15.9%)技術・人文知識・

国際業務

92,274人(15.5%)

家族滞在

60,900人(10.2%)

特別永住者

39,683人(6.7%)

日本人の配偶者等

27,050人(4.5%)

定住者

21,755人(3.6%)

技能実習

11,479人(1.9%)
その他

76,206人(12.8%)

【東京都】在留資格別外国人数

※令和4年末現在

永住者

863,936人(28.1%)

技能実習

324,940人(10.6%)

技術・人文知識・

国際業務

311,961人(10.1%)

留学

300,638人(9.8%)
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227,857人(7.4%)

定住者

206,938人(6.7%)

日本人の配偶者等

144,993人(4.7%)

その他

404,970人(13.2%)

【全国】在留資格別外国人数

※令和4年末現在



                            

「（仮称）世田谷区第二次多文化共生プラン」体系案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の概要 

kanngae 

施策体系のイメージ 

１ 計画策定の趣旨・背景 

２ 計画策定の背景 

２ 国、東京都、区の現状動向 

３ 計画の位置付け 

  「世田谷区多様性を認め合い男女共同

参画と多文化共生を推進する条例」第

９条に基づく行動計画。「世田谷区基本

構想」、「世田谷区基本計画」等他の行

政計画と補完・連携し合うものとして

位置付ける。 

４ 計画の理念 目標等 

５ 基本的施策 事業 

６ 推進体制 

【計画の期間】 

 令和６年度～令和９年度 

（２０２４～２０２７） 

 

 

 
 

 
 

「
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が
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れ
、
安
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安
全
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ま
ち 

せ
た
が
や
」 

 

誰もが参加しやすい、多様な文化についての理解を深める機会を作ると

ともに、人権に関する意識の醸成等を通じ、外国人等への偏見や差別の解

消をめざします。 

推進体制 

【国際課推進組織】 

○世田谷区 

 ・国際化推進委員会 ・国際化推進協議会 

（※一部、外部委員を含む） 

○公益財団法人せたがや文化財団国際事業部 

【条例に基づく区長の附属機関】 

○男女共同参画・多文化共生推進審議会 

・男女共同参画推進部会 ・多文化共生推進部会  

○世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会 

 【区民・関係団体・関係機関】 

  ○区民  ○市民活動団体  ○事業者 

  ○大学  ○大使館 等 

施策 基本理念 

① 外国人への日本語支援 

② 行政情報の多言語化・やさしい日本語化等の推進 

③ 生活基盤の充実【重点】 

④ 災害等に対する備えの充実 

⑤ ICT を活用した環境整備 

① 多文化共生の地域交流促進 

② 地域活動への参加促進【重点】 

③ 外国人の区政への参画推進 

① 多様な文化を受け入れる意識の醸成【重点】 

② 学校における多文化共生に関わる国際理解教育の推進 

③ 多文化共生・国際交流等を目的とした活動・団体の支援 

④ 不当な差別的取扱いへの対応 

基本方針 （施策の方向性） 

■基本方針１ 誰もが安心して暮らせるまちの実現 
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■基本方針２ 地域社会における活躍の推進 

■基本方針３ 多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消 

   

 言語や文化の違いによる生活上の不便や不安を解消できるように、多言

語、やさしい日本語での情報提供や日本語学習の支援をはじめとした、生

活全般にわたっての支援を行います。 

   

 外国人を含め、誰も等が、地域社会の一員として様々な活動に参加し貢

献できるようなに、外国人自らが地域課題を捉え、参画する機会をつくり

ます。 

 

「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推

進する条例」に基づき、「男女共同参画」と「多文化共生」の取

組み状況を共有しながら施策を推進します。 

計画の推進にあたっては、行政だけではなく、区民、関係機

関・団体等と連携を図りながら取組みを進めることが重要とな

ります。また、行動計画に基づいた施策の実施状況を調査、検

証し、達成状況を確認し、次年度へ繋げていく必要があります。

毎年、施策の実施状況を世田谷区男女共同参画・多文化共生推

進審議会に報告するとともに、区民及び事業者等に対し施策へ

の理解と協力を求めていきます。 
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「（仮称）世田谷区第二次多文化共生プラン」 

策定に向けた検討状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 5月 

世田谷区生活文化政策部文化・国際課 
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１ 世田谷区第二次多文化共生プランの基本的な考え方 

（１）策定の趣旨 

 世田谷区では、全ての人が多様性を認め合い、人権が尊重される地域社会の実現に向け、

区、区民及び事業者が一体となって多文化共生社会を推進していくために、平成 31（2019）

年 3月に「世田谷区多文化共生プラン」（以下「第一次プラン」という。）を策定しました。

第一次プランでは、基本理念である「誰もが共に参画・活躍でき、人権が尊重され、安心・

安全に暮らせる多文化共生のまち せたがや」のもと、基本方針として「地域社会における

活躍の促進」「誰もが安心して暮らせるまちの実現」「多文化共生の意識づくり及び偏見・差

別の解消」を掲げ、共生社会の実現のためさまざまな施策を実施してきました。 

 

 区内在住の外国人数は、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に減少したもの

の、昨今の規制緩和等により回復傾向にあり、令和 5 年 5 月時点ではコロナ禍前のピーク

時（令和 2（2020）年、23,124人）を上回り、過去最多の 24,109人となっています。また、

平成 31（2019）年 4月の「出入国管理及び難民認定法」改正により在留資格に「特定技能」

が新設されたことなどに伴い、外国人区民の多国籍化が進むとともに、外国人数の更なる増

加が見込まれ、多文化共生施策の重要性はより高まってきています。 

 

 こうした社会情勢の変化に対応した新たなプランを策定するにあたり、令和 4（2022）年

に実施した外国人区民の意識・実態調査やヒアリング調査、区民意識調査の結果などから現

状と課題を整理したうえで、当区の多文化共生をさらに発展させることを目的に「世田谷区

第二次多文化共生プラン」を策定します。 

 

（２）プランの位置づけ 

 この計画は、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」（以

下、「条例」という。）第 9条に定める、多文化共生施策を総合的かつ計画的に推進するため

の行動計画です。「世田谷区基本構想」「世田谷区基本計画」に示されたビジョンや基本方針

と整合を図りつつ、「世田谷区第二次男女共同参画プラン後期計画」等、他の行政計画と補

完・連携しあうものとして位置づけます。 

 また、この計画は条例第 9条 1項に基づき「世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議

会」の意見を聴き、「国際化推進委員会」及び「国際化推進協議会」による全庁的な検討を

行うとともに、区民意見募集等で幅広い区民の意見・要望を尊重し反映しています。さらに、

条例第 9条 3項に基づき、毎年一回、行動計画に基づく施策の実施状況を公表します。 

 本プランの計画期間は、令和 6（2024）年度から令和 9（2027）年度までの 4 年間とし、

計画期間中に、社会情勢等の変化などにより、計画に新たに盛り込むべき事項等が生じた場

合は、必要に応じて見直しを行います。 
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（３）第一次プラン策定後の国、都、区の動き 

  国の動き 

  ・出入国管理及び難民認定法の改正（平成 31（2019）年 4月施行） 

   新たな在留資格「特定技能 1号」「特定技能２号」の創設、出入国在留管理庁の設置

等を内容とする改正法が成立した。 

   これに合わせ、外国人材の適正・円滑な受け入れの促進に向けた取り組みとともに、

外国人との共生社会の実現に向けた環境整備を推進するため、「外国人材の受入れ・

共生のための総合的対応策」を示した。 

  ・日本語教育の推進に関する法律の成立（令和元（2019）年 6月公布、施行） 

   在住外国人等に対する日本語教育の機会拡充・水準の維持向上等が掲げられ、地方公

共団体も地域の状況に応じた日本語教育の推進に必要な施策の実施に努めることと

された。 

  ・日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針

（令和 2（2020）年 6月） 

   「日本語教育の推進に関する法律」第 10条第 1項に基づき、「日本語教育の推進に関

する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」を策定し、日本語教育

の推進の基本的な方向等を定めた。 

  ・外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針の策定（令和 2（2020） 

年 7月） 

   外国人の子供に対する就学機会の提供を全国的に推進することを目的に、外国人の

子供の就学促進及び就学状況の把握のために地方公共団体が講ずべき事項について

示した。 

  ・外国人在留支援センター（FRESC/フレスク）の開所（令和 2（2020）年７月） 

   外国人からの相談対応、外国人を雇用したい企業の支援、地方公共団体の支援などの

取組みを行っている。 

  ・「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」の策定（令和 2年（2020）年 8月） 

   在留支援のためのやさしい日本語の必要性や、やさしい日本語の作成手順・要点等を

示したガイドラインが策定された。 

・地域における多文化共生推進プランの改訂（令和 2（2020）年 9月） 

「多様性と包摂性のある社会の実現による『新たな日常』の構築」を掲げるとともに、

コミュニケーション支援・生活支援・意識啓発と社会参画支援に次ぐ施策の 4番目の

柱として、「地域活性化の推進やグローバル化への対応」が新たに設けられた。 

  ・「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」の策定（令和 4（2022）年 6月） 

   令和 8（2026）年度までを対象期間として、国の目指すべき共生社会のビジョンの実

現に向けた中長期的な課題及び具体的施策が示された。 

 

都の動き 

  ・東京都つながり創生財団の設立（令和 2（2020）年 10月） 

   「人」と「人」とのつながりによる地域コミュニティの活性化をはかるため新たに 

   設立された。財団では、都内に住む外国人を支援するなど多文化共生社会を進めるほ

か、ボランティア文化の定着や、町会・自治会を中心とした地域コミュニティの活性
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化など、共助社会づくりに取り組んでいる。 

  ・「東京における「地域日本語教育の体制づくり」のあり方」の策定（令和 5（2023）年

3月） 

   地方公共団体が主体的に地域日本語教育の体制づくりを進めていく上で、共通して

踏まえるべき視点や目標等について示された。 

 

 区の動き 

  ・公益財団法人せたがや文化財団国際事業部の開設・運営（令和 2（2020）年 4月） 

   今後の国際政策をより効率的・効果的に推進するため、公益財団法人せたがや文化財

団内に国際事業部を新設するとともに、情報発信の拠点となる「せたがや国際交流セ

ンター（クロッシングせたがや）」を開設した。 

  ・東京都外国人支援ネットワークへの加盟（令和 3（2021）年 11月） 

   外国人のための専門相談事業を円滑に進めるため、「東京都外国人支援ネットワーク」

に加盟。今後、本ネットワーク間での相互連絡・情報交換を進め、外国人のための専

門家相談会を協働で実施している。 

  ・「世田谷区ウクライナ避難民の受入れ及び支援に関するプロジェクトチーム」の設置

（令和 4（2022）年 3月） 

   令和 4（2022）年 2月 24日に始まったロシア連邦によるウクライナへの侵攻に伴い、

日本に入国するウクライナの避難民を世田谷区として受け入れ、日常生活の支援を

行うに当たり、その具体的な課題及び支援の内容を検討するため、同年 3月 23日に

庁内プロジェクトチームを設置した。 

 

２ 基本方針・施策と課題について 

 ここでは、現計画の基本方針に基づく施策ごとに、統計・調査などのデータや各会議体か

ら出た意見を整理し、第二次プランの策定に向けた方向性を検討する。 

 

 

 

 

 

（１） 基本方針１ 地域社会における活躍の推進 

① 多文化共生の地域交流推進 

■統計・データから 

◇日本人との付き合いについて【意識・実態調査 P66】 

・日本人との付き合いでは、「一緒に働いている」が 119 件・60.7％と最も多く、

「友人として付き合っている」が 118件・60.2％と続いている。「日本人の知り合

いはいないし、付き合いもない」は 4.6％だった。 

    ◇日本人との付き合いがない理由【基礎調査 P142】 

    ・日本人との付き合いがない理由は、「言葉が通じないから」が最も高く 50.2％と

なっており、次いで、「付き合う場やきっかけがないから」（40.1％）の順となって

いる。 

統計・データの表記ルール 

※在留外国人に対する基礎調査（令和 3年度 出入国在留管理庁）…【基礎調査】 

※世田谷区における外国人区民の意識・実態調査（令和４年度）…【意識・実態調査】 

※世田谷区民意識調査…【区民意識調査】 
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◇交流活動の有無・希望について【意識・実態調査 P134】 

・交流活動については、『母語や日本語を教える活動』『学校の授業への協力』『防災

訓練』『防犯活動』『地域のイベント』『文化交流』『スポーツ交流』『外国人支援活動』

の 8つのテーマにおいて、それぞれ活動の有無、今後の取組み意欲について回答を

得た。どのテーマにおいても、「したことがある」の割合は 3割以下で、『母語や日

本語を教える活動』の 25.4％が最も高く、『防犯活動』の 2.2％が最も低い。 

 今後の取組み意欲として、「積極的にしたい」は、『文化交流』『外国人支援活動』

が同率 18.3％で最も高く、次いで『地域のイベント』18.0％となった。「機会があ

ればしたい」は、『地域のイベント』48.3％が最も高く、次いで『防災訓練』47.0％、

『文化交流』46.3％となった。 

◇地域活動時に必要なサポートについて【意識・実態調査 P151】 

・地域活動時に必要なサポートでは、約 8割がサポートを希望している。希望する

サポートは「地域活動の情報を提供してほしい」が 100件・54.1％と最も多く、次

いで「多言語で資料をつくってほしい」が 50件・27.0％と続いている。 

◇（社会参加について）参加したいと思うが、参加したことがない理由【基礎調査 

P145】 

・「どのような活動が行われているか知らない」が最も多く 65.6％となっており、

次いで、「言葉が通じるか不安がある」（43.8％）の順となっている。 

◇外国人の地域活動への参加の進捗状況【区民意識調査】 

・外国人が地域活動へ参加していると思うかについては、「どちらかといえばそう思

わない」（33.7％）が 3割を超えて最も高く、「そう思わない」（15.2％）と合わせた

《進んでいるとは思わない》（48.9％）が 5割近くとなっている。《進んでいると思

う》（12.1％）は 1割を超えるにとどまっている。 

 

■令和元年度～3年度の取組み状況報告書に対する部会からの意見 

・地域住民との相互理解を深めるためには、継続的な交流が必要である。新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、交流事業等の中止が多く見受けられるが、オンラ

インの活用等様々な工夫をしながら継続した実施を期待したい。 

・イベント参加者同士の連携だけでなく、地域で暮らす日本人と外国人が連携・協

力して活動できるようなことを模索してほしい。 

・せたがや国際メッセについて、多言語での対応をもう少し増やしてほしい。 

 

■多文化共生推進部会から出た意見（令和 4年度第 3回） 

・本取組みについて、継続・強化していくべき 

    ・地域自体が、外国人区民の受け入れをどのように考えているのかの把握が必要。

全体的に意識が薄いのであれば、モデル地域の設定などで、先行事例をつくること

も有用ではないか。 

    ・地域社会における外国人の活躍について、日本人側へのヒアリングや調査が重要

ではないか。そこから外国人とのマッチングや、交流事業・場づくり等を考えられ

るかもしれない。 

    ・事業に興味があっても、言葉の問題で参加しづらいことがあるかもしれない。 
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    ・地域のまつり、ボロ市、フリーマーケットなど、人が集まるイベントとコラボし

て外国人が参加しやすくなる工夫が大切なのでは。 

    ・ヒアリング調査の結果から、現在区の交流の場がないという状況なのでは。交流

施設としてクロッシングせたがやがあるが、そこが利活用されることが重要。地方

の物産があるアンテナショップのような、人が訪れるイメージの拠点になるとよ

い。他部で行うイベントとの連携などもよいのでは。 

    ・交流や参画の促進の前に、困りごとの解決が重要なのでは。また、交流機会・参

画機会の創出だけが達成指標にならないように。意識啓発の中身として、実行性の

高い取組みは何であるかを具体的にしたい。 

・「外国人等が、地域社会の一員として様々な活動に参加し貢献できるように、外国

人自らが地域課題を捉え、参画する機会をつくります。」という点について、非常

に重要なポイントだと思う。地域活動を行っていただくためのキーパーソンを通

しての呼びかけを実施してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域活動への参加促進 

■統計・データから 

◇自治会・町会への加入状況【意識・実態調査 P146】 

・自治会・町会の加入状況では、「入っていない」が 96件・50.0％で最も多く、「入

っている」は 31件・16.1％、「自治会・町会を知らない」が 49件・25.5％、「入り

たいが入り方がわからない」が 9件・4.7％であった。 

◇団体（コミュニティ・グループ）への参加状況【意識・実態調査 P149】 

・「特に団体に参加していない」が 139件・73.5％であった。参加している団体に

ついては、「娯楽・趣味の団体」が 14件・7.4％で最も多く、次いで「同国人団体」

「スポーツ団体」がともに 13件・6.9％となった。「ボランティア団体」8件・4.2％、

「日本人との交流団体」は 7件・3.7％、「宗教団体」は 2件・1.1％であった。 

    ◇日本人との付き合いについて【（１）①再掲】 

    ◇日本人との付き合いがない理由【（１）①再掲】 

◇交流活動の有無・希望について【（１）①再掲】 

◇地域活動時に必要なサポートについて【（１）①再掲】 

◇（社会参加について）参加したいと思うが、参加したことがない理由【（１）①再

掲】 

◇外国人の地域活動への参加の進捗状況【（１）①再掲】 

■第二次プラン策定に向けた方向性 

●日本人との付合いがない理由や、交流活動に参加したいができない理由に「言葉が

通じないから」という意見が挙がっている。地域住民との相互理解を深めるための

交流事業等を実施するうえで、言語的な不安を軽減するため、多言語対応及び「や

さしい日本語」の活用を一層進める必要がある。→基本方針２（１） 

●コロナ禍での経験から得たオンライン等の手法を生かし、工夫しながら各施策を実

施するなど、引き続き外国人を含め、誰もが参加しやすい事業を展開していく。 

●事業展開においては、せたがや国際交流センターと連携し、双方が持つノウハウや

人的ネットワークを活かしながら役割分担を行う。 
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■令和元年度～3年度の取組み状況報告書に対する部会からの意見 

    ・多文化共生社会の形成には、外国人の日本語習得や地域参加を進めることが重要。

それらを支援するため、地域におけるボランティアと外国人が関わる場を区とし

てどのように作っていけるのか、具体的な検討が必要である。 

 ・外国人ボランティア活用実績について、2020 年度の見込み 5 人、実績 3 人とい

うのは少ない。コロナ禍で難しい状況ではあるが、オンラインも活用し、ボランテ

ィアをはじめとする外国人の活躍の機会をつくってほしい。 

 ・外国人ボランティアの活躍機会の拡充においては、機会があるということを見え

るようにしてくこと、日常から関心のある人とつながることが大事。世田谷ボラン

ティア協会との連携によって、外国人もつながっていくような仕組みが作れると

よい。 

 

■多文化共生推進部会から出た意見（令和 4年度第 3回） 

    ・外国人だけでなく、日本人もともに地域活動に参加をしていくことができる仕組

みづくりが必要。その後の多文化共生社会づくりを見据えて、日本人も外国人も地

域住民として、地域社会に参加し、活躍できるような「きっかけづくり」から「継

続的支援・支援」へと繋げていけるような、インセンティブと、持続性のある仕組

みを具体的に検討する必要があるのでは。 

・本取組みについて、継続・強化していくべき 

・外国人区民自身の、地域への参画のイメージの把握が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 外国人の区政参画促進 

■統計・データから 

◇世田谷区に期待する取組み【意識・実態調査 P108】 

・世田谷区に期待する取組みでは、「生活情報や行政情報の発信方法（SNS・インタ

ーネットなど）を充実させる」が 66件・33.3％で最も多かった。次いで「日本語

学習を支援する」が 65件・32.8％、「外国人区民が活躍する機会（ボランティア・

地域活動など）を充実させる」61件・30.8％、「対応言語を増やすなど外国人が相

談できる窓口を充実させる」58件・29.3％の順で多かった。また、「特にない」は

25件・12.6％であった。 

◇地域活動時に必要なサポートについて【（１）①再掲】 

◇（社会参加について）参加したいと思うが、参加したことがない理由【（１）①再

掲】 

◇外国人の地域活動への参加の進捗状況【（１）①再掲】 

■第二次プラン策定に向けた方向性 

●地域活動への参加は外国人に限らず、誰もが地域住民として活躍できるよう

に、地域コミュニティやボランティア活動への参加促進を行う。 

●現在実施しているボランティアに関する事業においても、機会があることの 

更なる周知を行うとともに、関係所管等に対する働きかけと連携を強化し、 

誰もが活躍できるきっかけとなる場を広げていく。 
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■令和元年度～3年度の取組み状況報告書に対する部会からの意見 

 ・外国人の意見交換会などで出た意見を施策に反映させるよう努めてもらいたい。 

     ・外国人にとっては、自分の意見が区政に反映されるということが実感できれば

自信につながる。意見交換会等に参加して出した意見が反映されるとよい。 

 

■多文化共生推進部会から出た意見（令和 4年度第 3回） 

・交流事業と地域活動参加を合わせたプログラムを検討してほしい。 

 例：自治会行事の体験プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第二次プラン策定に向けた方向性 

 

（２） 基本方針２ 誰もが安心してくらせるまちの実現 

① 外国人への日本語支援 

■統計・データから 

◇自由に使えることば【意識・実態調査 P25】 

・日本語以外で自由に使えることばでは、「英語」が 139 件・72.4％で最も多く、

「中国語」が 85件・44.3％、「韓国・朝鮮語」が 18件・9.4％と続いている。 

◇日本語（話す・聞く・読む・書く）のレベル【意識・実態調査 P26】 

・日本語（話す・聞く・読む・書く）のレベルでは、「できる」と「だいたいでき

る」の合算でみると、「聞くこと」82.1％、「話すこと」81.2％、「読むこと」74.0％、

「書くこと」67.2％であった。 

◇日本語の勉強意欲・日本語の勉強をしない理由【意識・実態調査 P43】 

・日本語の勉強意欲では、「したくない」が「したい」を上回っているものの、45.1％

が「したい」と回答している。 

◇参加してみたい日本語教室【意識・実態調査 P44】 

・参加してみたい日本語教室では、「自分の家や職場に近い」78 件・46.7％、「中

級・上級者向け」76件・45.5％、「オンラインで利用できる」73件・43.7％、「仕

事に役立つ」62件・37.1％、「日本の文化を学べる」58件・34.7％の順で多かった。 

◇日本語学習における困りごと【基礎調査 P19】 

・日本語学習における困りごとをみると、「日本語教室・語学学校等の利用・受講

料金が高い」（15.0％）が最も高くなっている。 

 

 

 

■第二次プラン策定に向けた方向性 

●外国人を含め区民全体への調査や意見交換会など、引き続き意見の確認やアイ

デアの収集に努め、事業展開について積極的な検討を行う。 

●多文化共生に関する事例や、外国人区民から出た意見を施策に生かした事例の

公表など、区民の区政参加へのモチベーション向上につながる取組みの検討が

必要となる。 

●多文化共生を推進するため、外国人区民のみならず、日本人区民への調査等、

意識の確認機会を設ける必要がある。 
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■令和元年度～3年度の取組み状況報告書に対する部会からの意見 

 ・日本語教育の推進に関する法律の施行も踏まえ、その支援にあたっては新たな展

開を講じていくべきである。これまで実施してきた区の日本語教室の充実に加え、

地域で活動する日本語支援ボランティア団体への支援や連携についても検討して

いく必要がある。 

    ・多文化共生には、自分のルーツを忘れないという意味も含まれる。将来的には、

日本語支援に加え、自分の母語あるいは継承語に触れる機会を創出できるような

取組みにも期待する。 

    ・今後、区として「日本語教育の推進に関する法律」に基づく施策等を策定してい

くのであれば、日本語教育を必要とする外国人数を的確に把握し、適切な日本語教

育機会を設けていくべき。 

    ・日本語を学ぶ機会をつくるのはとても重要であるが、ただ機会をつくるだけでは

なく、外国人の地域での活躍促進につなげることまでを意識しながら、地域の日本

語教育の充実に取り組んでいくべき。 

 

■多文化共生推進部会から出た意見（令和 4年度第 3回） 

    ・（生活支援・多文化子コミュケーションの場としての）日本語支援、外国につなが

る子どもの日本語・学習支援を強化していくべき。 

・区が行う日本語学習支援の目的や方向性について議論が必要。 

・コミュニケーション支援において、大切な情報の到達度を高めるための施策につ

いて議論が必要。登録者にメルマガ発信など。 

・三宿夜間中学のような選択肢が必要な方にしっかりと認識されていればと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 行政情報の多言語化等の推進 

■統計・データから 

◇自由に使えることば【（２）①再掲】 

◇世田谷区役所利用時に困ったこと【意識・実態調査 P106】 

・世田谷区役所利用時に困ったことでは、「どの窓口を利用していいかわからなか

った」及び「ことばが通じなかった」が 14.3％で最も高く、続いて「手続きがわ

からなかった」12.8％、「書類や区役所内の案内が日本語のため、内容がわからな

かった」10.2％、「職員の対応が不親切だった」4.1％と続いた（「その他」「特にな

い」は除く）。 

■第二次プラン策定に向けた方向性 

●外国人が地域社会で自立した生活を送るため、学習ができる時間に限りがある 

方などでも参加できる、参加しやすい学習機会の提供と積極的な啓発を行う。 

●オンラインの活用など、新型コロナウイルス感染症拡大の時期に学んだ手法を 

継続して事業に活かしていく。 

●地域日本語教育コーディネーターを中心に、日本語教室への参加だけに留まら 

ない地域との連携による日本語教育機会の可能性を検討し、拡充させる。 

●国の日本語教育の方針に基づき、東京都の動向を確認しながら、区の状況に応 

じた地域日本語教育のあり方についての検討に着手する。 
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■令和元年度～3年度の取組み状況報告書に対する部会からの意見 

    ・外国人住民にとって言葉の問題は大きい。引き続き、「やさしい日本語」も含め

た情報の多言語化を進め、外国人に分かりやすい情報発信に努めていくことが重

要である。また、庁内における多言語冊子、チラシ等一覧（P57～58）によると、

英語のみに対応している冊子、チラシが多いことが伺える。今後は、英語以外の言

語にも対応していくことを望む。 

    ・区の多言語対応について、体制整備が進んだことを評価する。多言語対応をして

いることをさらにしっかりと外国人区民に周知していく必要がある。 

    ・やさしい日本語の活用はとても大切。一方で、外国人にとっては多言語表示＝自

分たちが承認されているというメッセージだと受け取るという話もよく聞くので、

やさしい日本語を活用するとともに、基本的な多言語対応も特に緊急時などは大

事にしてほしい。 

 

■多文化共生推進部会から出た意見（令和 4年度第 3回） 

・多言語表記・やさしい日本語について、やさしい日本語は口語としては効果的だ

とわかるが、文字情報になったときにはわかりづらさがあることが読み取れた。文

字情報は英語翻訳をつける方がよいのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 生活基盤の充実 

■統計・データから 

◇日常生活での困りごと【意識・実態調査 P51】 

・日常生活での困りごとでは、「特にない」が 80件・42.1％と最も多かった。 

     困っている内容では、「日本人との交流が少ない」41 件・21.6％、「ことばが通

じない」34件・17.9％等の回答があった。 

◇住宅を探すときに困ったこと【意識・実態調査 P54】 

・住居を探すときに困ったことでは、「外国人であることを理由に住むことを断ら

れた」が 66件・34.0％で最も多く、「保証人が見つからなかった」が 36件・18.6％

であった（「特にない」を除く）。 

◇病院を利用する際に困ったこと【意識・実態調査 P57】 

・病院を利用する際に困ったことでは、「ことばが通じず医者や看護師などとコミ

ュニケーションがとれなかった」が 34件・17.4％で最も多く、「どこの病院に行け

ばいいのかわからなかった」が 30件・15.4％であった（「特にない」を除く）。 

◇出産や子育てで困ったこと【意識・実態調査 P58】 

■第二次プラン策定に向けた方向性 

●外国人が地域社会で生活する中で、言語が分らないことに起因する困りごとが 

起こっている調査結果を踏まえ、「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」 

に則り、外国人向けの情報を発信する際の多言語化を更に推進する。 

●「やさしい日本語」の認知・理解をより高めるため、職員への研修を含め啓発 

に努めながら、区全体での活用を強化していく。 

 ●外国人に向け、よりわかりやすい情報を提供できるよう、ユニバーサルデザイ 

ンによる情報発信にも留意する必要がある。 
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・出産や子育てで困ったことでは、「通院・入院中にことばが通じなかった」が 4.9％、

「母子健康手帳の内容がわからなかった」が 3.3％であった（「特にない」「これま

で出産や子育てをしたことがない」を除く） 

◇子育てについての困りごと【基礎調査 P102】 

・子育てについての困りごとをみると、「子どもが母国語・母国文化を十分に理解

していない」（22.1％）の割合が最も高い。 

◇子どもが通っている学校において、子どもが困っていること【基礎調査 P111】 

・「日本語が分からない」（7.6％）が最も高くなっている。また、「特に困っていな

い」は 69.7％となっている。 

◇子どもが通っている学校において、親として困っていること【基礎調査 P118】 

・「先生とうまく意思が通じない」（14.2％）の回答の割合が最も高く、「学校の保

護者会（PTA）の仕組みが分からない」（13.2％）が続く。また、「特に困っていな

い」の割合は 55.4％となっている。 

◇働くうえで困ったこと【意識・実態調査 P60】 

・働くうえで困ったことでは、「募集や採用が少なかった」「働く時間が長い」がと

もに 7.3％であった（「働いたことがない」「その他」「特にない」を除く）。 

◇仕事（パート・アルバイトを含む）における困りごと【基礎調査 P127】 

・現在の仕事の困りごとをみると、「給料が低い」の割合が最も高く（35.6％）、次

いで、「採用、配属、昇進面で日本人と比べて不利に扱われている」（12.6％）の順

となっている。また、「特にない」の割合は 41.7％となっている。 

◇利用したい外国人相談窓口【意識・実態調査 P125】 

・どのような外国人相談窓口があれば利用したいか尋ねたところ、「メールやＳＮ

Ｓで相談できる」が 91件・49.2％で最も多く、次いで「利用しやすい場所にある」

82件・44.3％、「相談できる内容が充実している」75件・40.5％、「多言語に対応

している」66件・35.7％等の回答がみられた。 

◇支援の状況【基礎調査 P167】 

・支援の状況についてみてみると、現在、行政機関や NPO等の民間支援団体等から

何らかの支援を「受けている」と回答した人の割合は 5.8％となっており、「行政

機関」からの支援を受けている人が最も多い。（44.4％）また、支援の内容は「経

済的な支援」（68.3％）、「相談支援」（32.5％）と続いている。 

・支援を受けていない理由は、「支援があることを知らなかった」が最も多い。

（55.1％） 

◇支援に関して臨むこと【基礎調査 P170】 

・支援に関して臨むこととしては、「どこに相談すればよいかを適切に教えてくれ

る」の割合が 48.0％と最も高く、次いで「オンライン（SNS含む）で相談に応じて

くれる」（31.0％）の順となっている。 

 

■令和元年度～3年度の取組み状況報告書に対する部会からの意見 

・若い世代の外国人が多い世田谷区の特性を踏まえ、出産、育児、教育等、子育て

世代に対する生活基盤の充実を図る施策をさらに充実していく必要がある。 

・外国人住民の困りごとは、くらしや生活基盤に関することが多いと思われる。区
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の多文化共生に関する情報に対し、外国人住民がどのくらいアクセスできている

かということを測っていくことが重要である。 

・外国人へのアンケートについて、在住年数等を絞ったり、対面で回答を依頼した

りするなど、調査手法の工夫を行い調査の精度を高めていくことが必要である。 

    ・外国人児童・生徒に対する日本語指導等補助員の派遣について、指導補助を継続

しているとあるが、ここにはぜひ力を入れていってもらいたい。 

 

■多文化共生推進部会から出た意見（令和 4年度第 3回） 

・家探しと仕事探しで困らないことは、生活基盤を整える上で最重要だと思う。実

際に効果的な解決策は見出せているか。とりわけ外国人の家探しの困難は、日本全

体で起きている社会課題でもあるため、公営住宅の提供、不動産事業者への働きか

け、サポート体制、空き家の活用など、現状のプランを確認し、世田谷区として実

効性の高いプランを定めていくことができると嬉しい。 

・労働環境の確保と住宅確保の支援を新たな論点として挙げてもらった。生活基盤

を整えることは非常に重要であり、家、仕事、教育が整えば、交流や参画にもつな

がっていくと思う。どのような支援に力をいれるべきかを明確にしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 災害等に対する備えの充実 

■統計・データから 

◇避難場所認知度【意識・実態調査 P93】 

・避難場所の認知度では、「知っている」が 92件・46.9％で、半数近くが自身の避

難場所を認知していた。「知らない」54 件・27.6％、「聞いたことがあるが場所は

知らない」は 50件・25.5％であった。 

◇世田谷区に望む災害対策【意識・実態調査 P97】 

・世田谷区に望む災害対策としては、「ＳＮＳやインターネットを通じた情報発信

を行う」が 74件・40.4％で最も多く、「避難場所を多言語で案内する」が 72件・

39.3％、「災害が起こったときに多言語による放送や誘導を行う」が 64件・35.0％

と続いた。 

◇災害時の困りごと【基礎調査 P69】 

・災害時の困りごとをみると、「信頼できる情報をどこから得ればよいか分からな

かった」が最も高くなっている（12.2％）。次いで、「避難場所が分からなかった」

■第二次プラン策定に向けた方向性 

●外国人が行政・生活情報を入手し、地域生活で生じる様々な問題について相談 

できる窓口の運営については、引き続き安定した運営に努める。 

●日常生活において特に困ったことはない、との声が４割以上と多く出ていた 

が、交流、言葉、就労、住宅など、様々な分野で困りごとを抱える外国人の声 

もある。区で実施できる取組みについては関係所管に働きかけ、可能な取組み 

を随時検討する。 

●区では十分なアプローチが難しい就労支援などについては、国、東京都等で 

実施する支援内容の積極的な情報収集に努め、周知・啓発に引き続き取り組む

必要がある。 
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が 10.5％、「警報・注意報などの避難に関する情報が、多言語で発信されていない

ため分からなかった」が 10.3％となっている。 

 

■令和元年度～3年度の取組み状況報告書に対する部会からの意見 

なし 

 

■多文化共生推進部会から出た意見（令和 4年度第 3回） 

・世田谷区町会総連合会等でも、災害時の受け入れについて考えておく必要がある

と感じる。受け入れ態勢など話し合う機会を設ける。言葉の壁は大変大きいと思う

ので、町会に翻訳機を供与する等はどうか。町会役員にとっても考える良い機会と

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ ICTを活用した環境整備 

■統計・データから 

◇情報の入手方法【意識・実態調査 P70】 

・外国人が生活するうえでの情報の入手方法は「インターネット」の割合が最も高

く約 7割を占めている。 

◇行政からほしい情報【意識・実態調査 P83】 

・行政からほしい情報では、「保健・医療」が 63件・34.4％で最も多い。「行政サ

ービス・手続き」が 48 件・26.2％、 「災害・防災情報」が 46件・25.1％、「地域

でのイベントやおまつり」が 37件・20.2％と続いている。 

◇行政からの発信（希望する情報発信の方法）【意識・実態調査 P89】 

・行政からの情報を、どのような方法で発信してほしいかについては、「ホームペ

ージ」が 109件・57.7％でニーズが高いことがうかがえる。「区のおしらせ せた

がや（広報誌）」67件・35.4％、「チラシ・ポスター」57件・30.2％、「メールマガ

ジン」52件・27.5％と続いている。 

◇世田谷区に期待する取組み【（３）③再掲】 

◇公的機関（市区町村・都道府県・国）が発信する情報を入手する際の困りごと【基

礎調査 P38】 

・「多言語での情報発信が少ない」が最も高く 34.1％となっている。次いで、やさ

しい日本語での情報発信が少ない（17.4％）、公的機関（市区町村・都道府県・国）

のウェブサイト上で、必要な情報にたどり着くことが難しい（17.0％）であった。 

◇公的機関（市区町村・都道府県・国）による情報発信を希望する SNS【基礎調査 

P46】 

・公的機関（市区町村・都道府県・国）による情報発信を希望する SNSをみると、

■第二次プラン策定に向けた方向性 

●災害時の課題として、情報発信と情報の多言語化があげられる。引き続き、防災訓 

練や防災情報の提供を継続・強化するとともに、多言語化・やさしい日本語化され 

た、災害発生時に活用できる情報の収集・整理と、職員及び区民への啓発を強化す 

る必要がある。 
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「Facebook」の割合が最も高く 55.8％となっている。次いで、「LINE」（50.9％）、

「YouTube」（40.2％）となっている。 

 

■令和元年度～3年度の取組み状況報告書に対する部会からの意見 

    ・各種イベントの参加者を見ると高齢の方が多いことから、SNS等を有効に活用し、

若い世代の参加を促していくことを望む。 

    ・紙での多言語対応は十分だと思う。ホームページ等での検索というアクセスの仕

方が一番多いと思うので、そこで外国語で見られるようになるとよい。外国人のニ

ーズや困りごとを集めつつ、分かりやすく情報にたどり着けるような整備が必要

かと思う。 

    ・多文化共生のホームページについて、昨年度に比べて見やすくなった。タブレッ

トでの多言語対応や相談窓口の存在がもっと外国人に伝わると、生活基盤の充実

につながるのではないか。 

 

■多文化共生推進部会から出た意見（令和 4年度第 3回） 

・情報の入手先、情報発信について、情報を探す人や相談したい人に対しての多言

語対応は進んでいると思う。加えて必要だと感じるのがメルマガやダイレクトメ

ールなど。公式アカウントに登録すると必要な最新情報が届く仕組みなど、発信型

の情報提供は必要だと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（３） 基本方針３ 多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消 

① 多様な文化を受け入れる意識の醸成 

■統計・データから 

◇日本人との付き合いについて【（１）①再掲】 

◇日本人との付き合いがない理由【（１）①再掲】 

◇交流活動の有無・希望について【（１）①再掲】 

◇地域活動時に必要なサポートについて【（１）①再掲】 

◇外国人の地域活動への参加の進捗状況【（１）①再掲】 

◇偏見や差別（日本人から偏見や差別を感じたこと）【意識・実態調査 P67】 

・日本人から偏見や差別を感じたことについては、「ときどきある」が 73件・37.2％

で最も多く、「ほとんどない」が 54件・27.6％、「まったくない」が 42件・21.4％、

「よくある」が 17件・8.7％であった。 

◇どのようなときに、偏見や差別を感じたか【意識・実態調査 P68】 

■第二次プラン策定に向けた方向性 

●外国人の情報入手においては、インターネットを利用する割合が圧倒的に高く、 

特にインターネットでもホームページによる情報収集のニーズが高い。一方で、 

必要な情報にたどり着けない、やさしい日本語での発信が少ないなどの声もある 

ことから、区ホームページを中心に、やさしい日本語や写真、イラスト等を活用 

し、情報にアクセスしやすい環境づくりを進める。 

●国際交流センターと連携し、更に SNS等を積極的に活用し、情報発信を強化する。 
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・どのようなときに、偏見や差別を感じたかでは、「住居を探すとき」の 61 件・

46.6％が最も多く、次いで「電車やバスに乗っているとき」が 36件・27.5％、「仕

事を探したり、働いているとき」が 29件・22.1％、「レストランなどお店へ入店し

たり、サービスの提供を求めるとき」が 26件・19.8％と続いている。 

◇外国人に対する偏見や差別の減少【意識・実態調査 P102】 

・外国人に対する偏見や差別の減少では、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」

の合算が 89件・45.2％、「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」の合

算が 43 件・21.9％で偏見や差別が減少していると感じる外国人が 23.3 ポイント

多い。「わからない」は 65件・33.0％であった。 

◇差別や人権に関する要望【基礎調査 P155】 

・差別や人権に関する要望としては、「外国人と日本人の交流の機会を増やす」が

最も多く（47.6％）、次いで、「学校で日本人に対して、外国人についての正確な知

識を伝えてほしい」（44.6％）となっている。 

◇外国人に対する偏見や差別の解消【区民意識調査（令和 3年実施） P209】 

・区内において外国人に対する偏見や差別が解消されているかについて聞いたと

ころ、「どちらかといえばそう思う」（30.0％）が３割と最も高く、「そう思う」（4.0％）

と合わせた《解消されていると思う》（34.0％）が３割半ばとなっている（「わから

ない」は除く）。「どちらかといえばそう思わない」（22.1％）と「そう思わない」

（6.7％）を合わせた《解消されているとは思わない》（28.8％）は３割近くと、《解

消されていると思う》と《解消されているとは思わない》の差は小さい。 

 

■令和元年度～3年度の取組み状況報告書に対する部会からの意見 

    ・今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、外国人に対する新たな偏見・差

別が見受けられる。不当な差別的取扱いには適切に対応するとともに、引き続き、

こうした差別を起こさせない多文化共生の意識づくりに取り組む必要がある。 

    ・地域の中で外国人と関わりを持っている区民活動の事例は多くあると思われる。

そうした事例を収集し、広く区民に公開することで、多文化共生の意識づくりに繋

げることが重要である。 

    ・（再掲）外国人ボランティアの活躍機会の拡充においては、機会があるというこ

とを見えるようにしてくこと、日常から関心のある人とつながることが大事。世田

谷ボランティア協会との連携によって、外国人もつながっていくような仕組みが

作れるとよい。 

・（再掲）せたがや国際メッセについて、多言語での対応をもう少し増やしてほしい。 

 

■多文化共生推進部会から出た意見（令和 4年度第 3回） 

・差別解消に向けた、ホスト社会の人権意識の醸成を継続・強化していくべき。 

・人権意識の醸成、啓発活動について、条例の趣旨に合わせ、男女共同参画と一体

で取り組めないか。 

・「区民の差別を払拭するためのアクション」という部分は論点の一つではないか。 

・外国人への差別は無意識的なものが大半を占めると思う。差別をなくす目的で、

どのような差別の事例があるかなど、動画を通じて紹介するのがよいと考えてい
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る。また、差別（細かな事例など）についての講座を開いてもらうと学びやすいと

思う。 

・外国人住民への偏見や差別の解消に向けた取り組みの強化が必要と思われる。今

回の調査結果を区民全体に周知することや人権・男女共同参画課と連携して、多

様性や人権尊重に関する啓発を推進することが必要と思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

② 学校教育における多文化共生に関わる国際理解教育の推進 

■統計・データから 

各調査において数値データは出ていないが、【意識・実態調査】における自由記述

では「学校に通っている日本の子ども達が、外国人や障害者に対して偏見や差別意

識を強く持っていると感じた。また、教員にもそういった意識が強い人がいる。」

という意見があった。 

 

■令和元年度～3年度の取組み状況報告書に対する部会からの意見 

    ・教育委員会等と連携し、児童生徒全体に向けての多文化共生に関する教育の取組

を進めてほしい。 

    ・海外派遣等を通じた国際交流事業は休止となってしまっている。東京 2020大会

終了後、関係国とオンラインでやり取りをするなど、何らかの交流機会を設けるべ

き。 

    ・海外派遣等を通じた国際交流事業の相手国は、欧米の先進国が中心となっている

ため、今後はアジアや途上国にも広げてもらいたい。 

    ・令和３年度多文化共生推進部会での議論・意見を基にして、令和４年３月に策定

された「第２次世田谷区教育ビジョン調整計画」に、「多文化共生プラン」との連

携や、多文化共生に基づく取組みについて明記していただいた。当計画に基づく取

組みを着実に進めてほしい。 

 

■多文化共生推進部会から出た意見（令和 4年度第 3回） 

・学校において、国際理解教育では不十分で、人権の視点に立った多文化共生教育

が必要と思われる。 

 

 

 

 

 

 

■第二次プラン策定に向けた方向性 

●偏見・差別が減っていると感じる割合が増えているが、約７割の外国人が日常生 

活の様々な場面で偏見・差別を体験していることから、差別・偏見の解消に向け 

て、実際に外国人が体験した偏見・差別や、人権についての学習など通じて、多様 

な文化を受け入れる意識の醸成を継続・強化していく。 

 

 

■第二次プラン策定に向けた方向性 

●偏見・差別の解消に向けて、外国語教育などの国際理解教育に加え、教員向けに

は人権教育研修を行うなど、学校において人権の視点に立った多文化共生の意識

を醸成する取組みを進める。 

 

 

 



17 

 

③ 多文化共生・国際交流活動団体の支援 

■統計・データから 

◇団体（コミュニティ・グループ）のへの参加状況【（１）②再掲】 

 

■令和元年度～3年度の取組み状況報告書に対する部会からの意見 

なし 

 

■多文化共生推進部会から出た意見（令和 4年度第 3回） 

・現在の取り組みを継続・強化していくべき 

・多文化共生を目的とした団体だけでなく、福祉、教育、文化など関連領域団体に

よる多文化共生を目的とした活動も支援するのはどうか。 

 

 

 

 

 

 

④ 不当な差別的取扱いへの対応 

■統計・データから 

◇差別を受けた際の相談先【基礎調査 P152】 

    ・差別を受けた際の相談先をみると、「相談していない」の割合が最も高く 46.8％

となっており、次いで、「家族・親族」（25.5％）、「同じ国籍・地域の友人・知人」

（24.3％）、「日本人の友人・知人」（17.4％）となっている。また、公的機関（市

区町村・都道府県・国）の相談窓口」の割合は 3.8％にとどまっている。 

 

■令和元年～3年の取組み状況報告書に対する部会からの意見 

    ・（再掲）今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、外国人に対する新たな偏

見・差別が見受けられる。不当な差別的取扱いには適切に対応するとともに、引き

続きこうした差別を起こさせない多文化共生の意識づくりに取り組む必要がある。 

 

■多文化共生推進部会から出た意見（令和 4年度第 3回） 

・外国人住民への偏見や差別の解消に向けた取り組みの強化が必要と思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第二次プラン策定に向けた方向性 

●区内の国際交流活動団体に対し、平成７年度より世田谷区国際平和交流基金を活 

用し、これまで延べ約 200の団体へ助成事業を行ってきた。今後も事業の周知を 

継続しながら、様々な団体による多文化共生や国際協力を目的とした活動等に対 

し、広く支援を行う。 

。 

 

 

■第二次プラン策定に向けた方向性 

●調査結果から、差別を受けた際に相談していないと答える人が多く、その中には「相 

談できる窓口がない」という状況も含まれていると考える。同じ国籍の友人・知人

が少ない人にとっても、安心して相談できる公的な相談窓口の体制整備を関係所管

含め引き続き調整していく。 

●外国人住民への偏見・差別の解消に向けた取組みを強化するとともに、不当な差別 

的扱い等が実際に起こった場合に、相談先として窓口があることや苦情・意見の申 

立て制度があることの周知に取り組む必要がある。 
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（４）その他多文化共生推進部会から出た意見（令和 4年度第 3回） 全体に関わる内容 

・プランの３つの基本方針について、「1 地域社会における活躍の推進」「2 誰もが安

心して暮らせるまちの実現」の順番を入れ替えたほうがよいと思う。外国人住民が安

心して暮らせるようになった時に、活躍してもらえると思われるので。 

・次期プラン策定に向けた論点の一つに、「多文化共生について、日本人側の意識が不

透明」とあるが、他の区が実施しているように、外国人住民だけでなく、日本人住民

の調査が必要だと思われる。 

  ・外国につながる人の声を発信する場の充実が必要。 

  ・地域にすでにある社会資源や取組みの可視化が必要。 

  ・多文化共生の推進のためには、日本人区民に対する意識啓発が重要。パブリックコメ

ントなどを通し、幅広い層の区民から意見を吸い上げてもらいたい。 

・外国人に対する偏見や差別の声は、広く区民に伝えることも重要。若者が区の広報を

担っている「ねつせた！」に告知してもらうなど、声のページをつくり、SNSなどで

区民全体に知らせていくこともできると思う。 

・「外国人」という呼び方をなくす方向の検討を提案したい。利便性のための仕様だと

承知しているが、日本人対外国人という構図ができてしまっており、同じ区民である

ことから来る協働の可能性や多文化共生の意識が薄まってしまう。世田谷区がこれ

までにもいろいろな取り組みにおいて、先駆的な役割を果たしたと同様に、「多様な

背景のある区民」や「移民背景を持つ区民」（「移民」の場合、「ゲスト」「他者」とい

うニュアンスが減り、長期滞在者である意味合いも強調される）など、検討してもら

いたい。 

 

３ 数値目標について 

 調査項目について、より適切な表現へと変更を行うとともに、直近の実績と第一次プラン

の目標数値に大幅な乖離がみられるため、より実現可能な数値へ見直しを行う。 

（１）多文化共生の推進に向けた数値目標（世田谷区民意識調査） 

調査項目 直近の実績 目標値 目標値 

第一次プラン 多文化共生施策が充実していると

思う区民の割合 

2018年度 2021年度末 2023年度末 

31.50％ 80％ 80％以上 

第二次プラン 多文化共生施策が進んでいると思

う区民の割合 

2022年度 2025年度末 2027年度末 

41.5％ 50％ 55％以上 

 

（２）重点施策に基づく数値目標（世田谷区民意識調査） 

調査項目 直近の実績 目標値 目標値 

第一次プラン 重点①外国人の地域活動への参加

が促進されていると思う区民の割

合 

 2021年度末 2023年度末 

 80％ 80％以上 

第二次プラン 重点①外国人の地域活動への参加

が進んでいると思う区民の割合 

2019年度 2025年度末 2027年度末 

12.1％ 20％ 25％以上 
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調査項目 直近の実績 目標値 目標値 

第一次プラン 重点③外国人に対する誤解や偏見

が解消されていると思う区民の割

合 

 2021年度末 2023年度末 

 80％ 80％以上 

第二次プラン 重点③外国人に対する誤解や偏見

が減少していると思う区民の割合 

2021年度末 2025年度末 2027年度末 

34.0％ 40％ 45％以上 

 

（３）重点施策に基づく数値目標（外国人アンケート調査） 

調査項目 直近の実績 目標値 目標値 

第一次プラン 重点②外国人の生活基盤が充実し

ていると思う区民の割合 

 2021年度末 2023年度末 

 80％ 80％以上 

第二次プラン 重点②外国人の生活基盤が充実し

ていると思う区民の割合 

2021年度末 2025年度末 2027年度末 

52.1％ 65％ 75％以上 

 

調査項目 直近の実績 目標値 目標値 

第一次プラン 重点③外国人に対する誤解や偏見

が解消されていると思う区民の割

合 

 2021年度末 2023年度末 

 80％ 80％以上 

第二次プラン 重点③外国人に対する誤解や偏見

が減少していると思う区民の割合 

2021年度末 2025年度末 2027年度末 

42.2％ 50％ 55％以上 

 

 



参考資料

令和4年度第3回多文化共生推進部会（書面開催）　委員意見のまとめ

部会長 Ａ委員 Ｂ委員 Ｃ委員

Ｄ委員 Ｅ委員 Ｆ委員 Ｇ委員

意見

①ヒアリング調査について

・ヒアリング調査実施によって外国人区民の状況、具体的なお困りごとを知る
ことができました。そして区内にも深刻な差別があること、差別や偏見の中身
が明らかになったと思います。（２１）にある声は、広く区民に伝えることも
重要だと思います。若者が区の広報をになっている「ねつせた！」に告知して
もらうなど。声のページをつくり、SNSなどで区民全体に知らせていくことも
できると思います。

・（３）情報の入手先・情報発信について、情報を探す人や相談したい人に対
してのサイトや多言語対応は進んでいると思います。加えて必要だと感じるの
が、メルマガやダイレクトメールです。公式アカウントに登録すると必要な最
新情報が届くしくみなど発信型の情報提供は必要だと思います。

・（４）多言語表記・やさしい日本語について、やさしい日本語は口語として
は効果的だとわかりますが、文字情報になったときにはわかりづらさがあるこ
とが読み取れました。文字情報は英語翻訳をつける方がよいのではないでしょ
うか。

・（８）困りごとについて、家探しと仕事探しで困らないことは、生活基盤を
整える上で最重要だと思います。実際に効果的な解決策は見出せていますか。
とりわけ外国人の家探しの困難は、日本全体でおきている社会課題でもあるた
め、公営住宅の提供、不動産業者への働きかけ、サポート体制、空き家の活用
など、現状のプランを確認し、世田谷区として実効性の高いプランを定めてい
くことができると嬉しいです。

・（１３）世田谷区への期待について、「交流の場がない」という状況だと思
います。交流施設としてCrossing世田谷がありますが、交流拠点があります
よというだけではなく利活用されることが次に重要になると思います。地方の
物産があるアンテナショップのような人が訪れるイメージの拠点になるとよい
ですね。人が訪れるちところにふれあいや交流が生まれると思うので、他部で
行うイベントとの連携などもよいと思います。

②論点整理について
・基本方針１について
交流・参画の促進の前に、困りごとの解決が重要だと感じました。また、交流
機会、参画機会の創出だけが達成指標にならないように。その意味で（３）意
識啓発を論点としていれたのは良いと思いますが、その中身として実効性の高
い取り組みはなんであるか具体的にしたいです。

・基本方針２について
ここが極めて重要だと思います。
（１）コミュニケーション支援において、大切な情報の到達度を高めるための
施策について議論が必要です。登録者にメルマガ発信など。
（２）生活支援＞教育機会の確保について、先日三宿夜間中学を見学しまし
た。ほとんどが外国人の若者でした。コロナで生徒数は半減されていると聞き
ましたが、丁寧に授業が行われている現場ですばらしいと感じました。こうし
た選択肢がしっかりと認識されていればと思います。
（２）生活支援＞労働環境の確保として、労働環境の確保と住宅確保の支援を
新たな論点として挙げていただきました。生活基盤を整えることは非常に重要
であり、家、仕事、教育が整えば、交流や参画にもつながっていくと思いま
す。どのような支援に力をいれるべきかを明確にしたいです。

・基本方針３について
「区民の差別意識を払拭するためのアクション」という部分は論点の一つでは
ないかと思います。

１） プランの３つの基本方針について、「1　地域社会における
活躍の推進」「2　誰もが安心して暮らせるまちの実現」の順番
を入れ替えたほうがよいと思います。外国人住民が安心して暮ら
せるようになった時に、活躍してもらえると思われるので。

２） 外国人住民への偏見や差別の解消に向けた取り組みの強化が
必要と思われます。今回の調査結果を区民全体に周知することや
人権・男女共同参画課と連携して、多様性や人権尊重に関する啓
発を推進することが必要と思われます。また、学校において、国
際理解教育では不十分で、人権の視点に立った多文化共生教育が
必要と思われます。

３） 次期プラン策定に向けた論点の一つに、「多文化共生につい
て、日本人側の意識が不透明」とありますが、他の区が実施して
いるように、外国人住民だけでなく、日本人住民の調査が必要だ
と思われます。

施策1（2）の「地域活動への参加促進－外国人が地域住
民の一人として地域社会に参加し、活躍できるように、地
域コミュニティやボランティア活動への参加を促進しま
す」について、外国人だけでなく、日本人もともに地域活
動に参加をしていくことができる仕組みづくりが必要かと
考えています。その後の多文化共生社会づくりを見据え
て、日本人も外国人も地域住民として、地域社会に参加
し、活躍できるような「きっかけづくり」から「継続的支
援・支援」へと繋げていけるような、インセンティブと、
持続性のある仕組みを具体的に検討する必要があると考え
ます。

■継続・強化すべき点
基本方針1：地域交流・地域活動への参加促進
基本方針2：-1（生活支援・多文化コミュニケーションの場として
の）日本語支援
　　　　　　-2外国につながる子どもの日本語・学習支援
基本方針3：-1差別解消に向けた、ホスト社会の人権意識の醸成
　　　　　  -2多文化共生・国際交流団体活動の支援
全体：外国につながる人の声を発信する場の充実

■次期プラン策定に向けた論点
基本方針1：-1地域自体が、外国人区民の受け入れをどのように考
えているのかの把握が必要。全体的に意識が薄いのであれば、モデ
ル地域の設定などで、先行事例をつくることも有用ではないか。
　　　　　　-2外国人区民自身の、地域への参画のイメージの把
握。
　　　　　　-3交流事業と地域活動参加を合わせたプログラムの
検討
　　　　　　　　例：自治会行事の体験プログラム
基本方針2：区が行う日本語学習支援の目的・方向性
基本方針3：-1人権意識の醸成・啓発活動への具体的な提案を検討
する。条例の趣旨に合わせ、男女共同参画と一体で取り組めない
か。
-2多文化共生を目的とした団体だけでなく、（福祉、教育、文化
など関連領域団体による）多文化共生を目的とした活動も支援す
る。
全体：地域にすでにある社会資源や、取り組みを可視化する。

災害時などに対する備えの充実
この文章に、異議はありませんが、対応できる体制の設備とは？
地域社会において、受け入れ側として世田谷区町会連合会等でも、いつ起きる
かわからない災害時の受け入れについて考えておく必要があると感じておりま
す。連合会でも受け入れ態勢など話しあう機会を持たせていただきます。
例えば、町会に１台翻訳機を供与する等、多文化の方々とまずは言葉の壁は大
変大きいと思っております。いざという時に大変有効かとも思いますし、町会
役員にも考える良い機会になると思います。

・区民への情報発信をしていても、それをキャッチする区民が少な
いのかと感じ、どれだけの区民が基本方針を知っているのか知りた
くなりました。

・地域社会における外国人の活躍について、日本人側の意識が不透
明な論点がある点からもヒアリングや書面調査が重要になるかと思
いました。例えばそこから、外国人との興味のマッチングや、交流
事業や場づくりの仕組みづくりを考えることができるかも知れませ
ん。また、興味があっても言葉の問題で参加しにくいなどあるかと
存じます。

・すでに行っているかも知れませんが、区の地域のお祭りや盆踊
り、ボロ市（世田谷線）、フリーマーケット等、人があつまるイベ
ントとコラボして外国人が誰でも参加しやすくなる工夫の拡大が大
切かと思いました。

特段の異存はございません。
なお、多文化共生の推進のためには、区内在住の外国人の
受け止め方もさることながら、何よりも日本人区民に対す
る意識啓発が重要だと思います。
そこで、今後、区民の意見を募集されるようですが、現状
把握のためにもパブコメなど、幅広い層の区民からの意見
の吸い上げをお願いいたします。

１）全ての資料にかかるポイントですが、「外国人」という呼び
方をなくす方向をご検討いただくことを提案したいと思います。
利便性のための仕様だと承知しておりますが、日本人対外国人と
いう構図ができてしまっており、同じ区民であることから来る協
働の可能性や多文化共生の意識が薄まってしまいます。世田谷区
がこれまでにもいろいろな取り組みにおいて、先駆的な役割を果
たしたと同様に、「多様な背景のある区民」や「移民背景を持つ
区民」（「移民」の場合、「ゲスト」「他者」というニュアンス
が減り、長期滞在者である意味合いも強調されます）など、ご検
討ください。

２）【資料3-1】（論点整理）「外国人等が、地域社会の一員と
して様々な活動に参加し貢献できるように、外国人自らが地域課
題を捉え、参画する機会をつくります。」という点について、非
常に重要なポイントだと思います。地域活動を行っていただくた
めのキーパーソンを通しての呼びかけを実施していただけますと
幸いです。

３）「ヒアリング調査」の集計結果(速報値)では、「外国人等へ
の偏見や差別の解消」とありますが、無意識的な差別が大半を占
めると思いますので、差別をなくす目的で、どのような差別の事
例があるかなど、動画を通じて紹介するのが良いと考えていま
す。また、差別（細かな事例など）についての講座などを開いて
いただくと、学びやすいと思います。


